
別添２ 

仕 様 書 

 

１ 貸付物件 

物件 

番号 
区分 

施設の名称 

（所在地） 
設置場所 

貸付面積 

(幅×奥行) 

設置 

台数 
位置図 販売品目 

その他 

の条件 

１ 土地 
愛媛県立丹原高等学校 

（西条市丹原町願連寺163番地） 
記念会館玄関横 

4.00㎡ 

(4.00ｍ× 

1.00ｍ) 

２台 
別紙の１

のとおり 

清涼飲料水等 

（缶、ＰＥＴボトル、紙

パック） 

別紙の２

のとおり 

注１ 貸付面積は、自動販売機本体の設置部分に加えて、放熱余地及び転倒防止器具・使用済み容器回収ボックス等の付属設備の設

置部分を合わせた面積である。 

注２ 参考資料は別紙の３のとおりである。 

 

２ 電気料金及びその他必要経費 

電気料金は設置者の負担とし、直接電力会社に支払うこと。（設置者が直接電力会社と契約し、

メーターも設置者が自らの負担で設置する。） 

ただし、設置者の責めに帰することができない理由により直接電力会社と契約することができ

ない場合は、その使用実績に基づき県が算定した額を県に支払うこと。（算定するための子メー

ターは、設置者が自らの負担で設置する。） 

なお、自動販売機を設置している施設に関し、耐震工事等を行うため設置済みの自動販売機を

施設内で移設させる必要が生じた場合についても、移設にかかる費用は設置者の負担とする。 

 

３ 転倒防止措置 

「自動販売機の据付基準」（JIS規格）及び「自動販売機据付規準」（自動販売機据付規準策

定委員会作成）を遵守した転倒防止措置を講じること。 

 

４ 付属設備 

自動販売機、転倒防止器具・使用済み容器回収ボックス等の付属設備は、物件ごとに示した場

所に貸付面積を超えないものを設置すること。 

 

５ 販売実績の報告 

次回入札の参考資料とするため、設置者は、年度の販売実績（１台ごとの販売数量、販売金

額）をとりまとめ、翌年度４月末日までに施設管理者に販売実績報告書（任意の様式で可）を提

出すること。 

 

６ 使用上の制限 

(1) 賃貸借契約書の貸付条件を遵守し、貸付料等を定められた納入期限までに確実に納めること。 

(2) 県の承認を得ないで自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は担保に供しないこと。 

(3) 販売品の搬入、廃棄物の搬出時間及び経路については、施設管理者の指示に従うこと。 

(4) 販売品目は、物件ごとに本書記載のとおりとし、標準販売価格（定価）を上回る価格での販

売は行わないこと。 

 

７ 維持管理責任 

(1) 販売品の補充、釣り銭管理など自動販売機の維持管理は、設置者が責任をもって行うこと。 

また、販売品の賞味期限等に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 

(2) 使用済み容器回収ボックスは、販売品の容器の種類に応じたものを設置し、設置者の責任で

適切に回収、リサイクルすること。 



(3) 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等

への届出・検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。 

(4) 自動販売機の故障・問い合わせ及び苦情については、設置者の責任において対応すること。 

また、自動販売機に故障等が起こった場合の連絡先を明記すること。 

 

８ 原状回復等 

設置者は、貸付期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、速やかに原状に回復するこ

と。 

また、設置者は、原状回復に要した費用、自動販売機の設置に伴い支出した経費、有益費その

他一切の費用について、県に対し、その償還等の請求をすることができない。 

 



別紙 
 
１ 位置図 

 

 

 
 
 

２ その他の条件 

（１）販売品目 

 事前に施設管理者と協議の上決定すること。品目の入れ替えの際も同様とする。 

 なお、生徒の水分補給の観点から、茶類、ミネラルウォーター及びスポーツ系飲料を常時確保

 し販売すること。 

 また、地産地消、食育の観点から可能な限り愛媛県内産の原料を使用した飲料の取り扱いに努

 めること。 

（２）販売価格 

  生徒の経済的負担を軽減するため、販売価格はメーカー希望小売価格（税込み）に0.9を乗じ

た金額以下とし、施設管理者と協議の上決定する。 

  また、経済情勢の変動等により価格の改定を要すると認められる場合は、施設管理者と協議の

上変更できるものとする。 

（３）使用済容器の回収について 

 ア 設置者は販売する飲料の容器の種類に応じた十分な容量の回収ボックスを設置すること。 

 イ 使用済容器の回収について、設置者は回収量を考慮した適切な頻度で行い、回収ボックスか

ら使用済容器が溢れたり、臭気等で不衛生な状態にならないよう細心の注意を払うこと。 

 ウ 設置者は容器包装リサイクル法(平成７年法律第１１２号)等関係法令に基づき、使用済容器

を適正に処理すること。 

 

（４）その他 

  どちらか１台は、災害救済ベンダー機能を有し、愛媛県災害対策本部設置時または当該施設に

自動販売機設置場所 



避難者の受入があったとき（以下「災害時」という。）に、施設管理者の操作により在庫商品を

無償提供できる機能へ切り替えることが可能な機種であること。 

災害時は施設管理者の文書による要請（急を要する場合は電話その他の方法により、事後に文書

を送付）に基づき、在庫商品を無償提供すること。 

 

 

３ 参考資料 
物件 

番号 

６年度の 

庁舎管理料（注） 
６年度の販売数量 

７年度の職員数、生徒数等 

（８年度の見込み数） 
その他 

１－１ 
 

ペットボトル・缶  3,587本 生徒数 363名（229名） 

 

教職員数 58名 

令和９年度末での閉校に伴

い、令和８年度より１学年

ずつの人数減。 １－２ ペットボトル・缶  4,154本 

注１ 「物件番号」は、現在設置している自動販売機の番号であり、仕様書の貸付物件の番号とは異なる。 

注２ 電気料金等の管理費用は自動販売機設置者が直接電力会社へ支払っているため、「前年度の庁舎管理料」は不明である。 


